
有市社福第 256号
令和 6年 6月 4日

各連合自治会長 様

有田市社会福祉協

会長 漬 田 澄

社会福祉協議会会費について (お願い)

平素は社会福祉の増進 と、本会の運営に格段のご協力を賜 り、厚 くお礼

を申し上げます。

例年、自治会長の皆様に、会費の とり集めについて多大なご協力をいた

だいていることに、心から感謝申し上げます。

本会は、地域福祉を推進す る民間団体の中核 として、市民からよせ られ

る期待もますます大きくなって参 りました。お集めいただく会費は、貴重

な財源 として、福祉向上のため使用 させていただきます。

本年度につきま しては、8月 1日 よりご協力をお願いいた したく、7月

31日 までに各 自治会長様宅に封筒 をお届けさせていただきますので、何

卒よろしくお願い申し上げます。

また、会費については、 8月 30日 を目途に有田市社会福祉協議会 (福

祉館なごみ)又は市役所福祉課までお願い出来れば幸いです。

なお、市役所にお持ちいただいた会費については、一時預か りになるた _t_
め領収証を発行出来ません。後 日、有田市社会福祉協議会より発行 させて 枡taηЪこ

いただきますので、よろしくお願いいた します。      ′、__ ッ_、 之

※自治会長様をはじめ皆さまのご健康が第一ですので、決 してご無理のな う∝ノ'∩
ol'りヽ

いようにお願いいた します。

※自治会長様におかれましては、ご多忙の中、本会あるいは市役所へ会費

をお持ちいただくのが困難な場合は、お申し入れいただければ、本会に

おいて対応をさせていただきます。

※会費については、決 して強制ではなく、あくまでもお願いであります D

問い合わせ先

有田市宮原町東 215番 地

有田市社会福祉協議会

(福祉館なごみ内)

電話 88-2751


